
   重症心身障害児者処遇費扶助事業実施要綱 

（総則） 

第１条 児童福祉法（昭和22年法律第 164号。以下「法」という。）の規定に

基づく主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設における

障害児及び障害者の処遇の向上を図るため、同施設に対して行う、保護及び

日常生活の指導に当たる者の人件費等に充てる経費の扶助については、この

要綱に定めるところによる。 

（扶助の対象施設） 

第２条 扶助を受けることができる施設は、法の規定による本市の入所給付決

定に係る障害児（以下単に「障害児」という。）が入所し、又は障害者の日

常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （ 平 成 17年 法 律 第 

123号）の規定による療養介護に係る本市の支給決定を受けた障害者（以下

単に「障害者」という。）が療養介護を受ける主として重症心身障害児を入

所させる医療型障害児入所施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律の規定による療養介護に係る指定障害福祉サービス事業

者であるものに限る。以下「施設」という。）とする。 

（扶助額） 

第３条  扶助の額は、予算の範囲内において、次に掲げる障害児及び障害者

（以下「障害児者」という。）の区分に応じそれぞれ定める額に、各月の初

日に施設に入所している障害児者の人数を乗じた額とする。 

 (１ ) 次号以外の障害児者 月額 104,000円  

 (２ ) 超重症児者又は準超重症児者（超重症児（者）・準超重症児（者）の判

定基準（平成18年３月６日付保医発第 0306002号）により判定された者を

いう。） 月額 130,000円  

（市外施設の扱い） 

第４条 市外の施設に障害児が入所した場合及び市外の施設において障害者が

療養介護を受けた場合の扶助の額については、前条の規定にかかわらず、そ

の者が入所し、又は療養介護を受けた施設を所管する地方公共団体の定める

ところによるものとする。 

（その他） 

第５条 この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉部長及び民生局こども家庭

支援センター長が定める。 

 

 



   附  則  

この要綱は、平成18年 10月１日から施行する。 

   附  則  

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は、令和３年８月１日から施行する。  


